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事 業 名  自閉症や強度行動障害を示す人たちへの支援に係る調査研究事業 

 

事 業 目 的 

 

 自閉症や強度行動障害を示す人たちは、そのニーズ把握が困難であ

るとともに、福祉サービスの利用についても常に適切な支援を必要と

する。そこで、全国自閉症者施設協議会の加盟施設において、強度行

動障害をもつ利用者の実態、強度行動障害支援加算の受給状況、具体

的な支援内容等に関する調査や事例研究を行なう。さらに、支援現場

において、場面見本法による行動観察研究を実施し、より客観的なデ

ータも加えることで、彼らに特有な支援ニーズや状態像、実際的な支

援の内容を明らかにする。そして、それらに対応した効果的なサービ

スの提供と質の評価方法について検討を進めていく。 

事 業 概 要 

①全国自閉症者施設協議会に加盟する66施設について、強度行動障害

支援加算を受給している利用者の実態を把握する（予備調査）。 

②上記の加算を受給しているすべての利用者について、状態像や行動

障害の程度、支援ニーズ等を調査する（事例調査）。 

③自閉症支援に実績があり、自閉症の占める割合の高い6施設を選定

し、日常場面での支援内容について、場面見本法による行動観察を

行なう（観察調査）。 

④外部委員を含めた研究チームにより、自閉症や強度行動障害に特有

なニーズや状態像に応じた、効果的なサービス提供のあり方について

提言する。 

事業実施結果 

及び効果 

(1) 事例調査から、旧法の強度行動障害の判定基準、自立支援法下の

重度障害者包括支援サービスの認定基準、SIS の行動支援尺度の評価

結果を比較すると、旧法の判定基準に該当する者の 43.8％が新法では

該当しない可能性が示唆された。また、その要因についても考察した。

(2) 併せて、SIS の行動支援尺度は、強度行動障害を示す者の行動評

価にも有効なことが見出された。 

(3) 観察調査の結果から、強度行動障害を示す人たちに必要な支援量

を算定する際に、各日課での支援所要時間よりも、利用者の行動面、

支援形態、対応する支援員との距離などが重要な側面と考えられる。

事 業 主 体 
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